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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２９年１２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年８月８日 １５時００分ごろ 

発生場所 広島県尾道糸崎港第４区 

 尾道灯台から真方位２３６°２５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２４.０′ 東経１３３°１１.６′） 

事故の概要 石灰石運搬船拓
たく

洋
よう

丸は、係船中、また、旅客フェリー第拾五小浦
こ う ら

丸

は、着桟に備えて減速中、運航不能となり、第拾五小浦丸が拓洋丸に

衝突した。 

拓洋丸は、左舷中央部外板にペイント剝離を、第拾五小浦丸は、ラ

ンプウェイに曲損をそれぞれ生じた。 

事故調査の経過 平成２９年８月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 石灰石運搬船 拓洋丸、８,５６６トン 

１３５９４４、梅若海運株式会社、第一中央内航株式会社、和

光海運株式会社 

１２３.１７ｍ×２０.４０ｍ×１１.９０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、３,８８３kＷ、平成９年１１月 

Ｂ 旅客フェリー 第拾五小浦丸、９２トン 

１２７１９７、個人所有 

２０.５１ｍ（Lr）×９.５０ｍ×２.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１３２kＷ、昭和５９年４月３日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５８歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６３年３月１０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年１２月２日 

    免状有効期間満了日 平成３０年３月９日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８５歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４７年１１月１０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２９年４月１９日 



- 2 - 

    免状有効期間満了日 平成３４年４月１８日 

機関長Ｂ 男性 ６６歳 

   六級海技士（機関）（履歴限定） 

    免 許 年 月 日 平成１９年９月１３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年７月２６日 

    免状有効期間満了日 平成２９年１２月２０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板にペイント剝離 

Ｂ ランプウェイに曲損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 西南西、風速 約５.１m/s、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮の末期、潮流 西流約２.３ノッ 

   ト 

 事故の経過 Ａ船は、浮ドックに右舷着けで係船し、作業員が乗船して修繕作業

に当たっていたところ、Ｂ船に衝突された。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び機関長Ｂが乗り組み、乗用車５台、オートバイ

１台及び自転車１台を載せ、平成２９年８月８日１４時４８分ごろ広

島県尾道市向島の向島桟橋に向け、同市の尾道桟橋を出航して南進し

ていた。 

船長Ｂは、操舵室で操船に当たり、着桟に備え、１４時５０分ご

ろ、減速しようとして油圧式遠隔操作装置のクラッチレバーを中立の

位置に操作したが、クラッチが抜けない状態となった。 

機関長Ｂは、前部甲板で待機中、Ｂ船が着桟態勢に入ったものの、

雨が降り始めたので、車両甲板でカッパに着替えていた。 

船長Ｂは、操舵室から機関室に向かって大声で機関長Ｂを呼んだが

応答がなかった。 

船長Ｂは、油圧式遠隔操作装置の不具合が操舵室にあるクラッチレ

バーの起動部と機関室にある同レバーの受動部とを結ぶ２本の導管内

の油圧の位相ずれ
．．

により生じたものと思い、クラッチレバーの起動部

にある調相弁をバイパス又は操作中に繰り返し操作しながら位相調整

を行った。 

機関長Ｂは、Ｂ船が運航不能な状況となっているように感じたの

で、機関室に向かった。 

Ｂ船は、運航不能な状況で航行中、船長Ｂが、位相調整を行ってい

るうちに主機が中立運転となったが、クラッチが前進に入らなくな

り、更に位相調整を続けていたところ、１５時００分ごろ浮ドックに

係船中のＡ船に衝突した。 

機関長Ｂは、クラッチレバーの受動部の状態を確認していたとこ

ろ、衝突の衝撃を感じて昇橋し、同レバーの起動部にある調相弁をバ

イパスにするよう船長Ｂに依頼し、機関室に戻って同レバーの受動部

のクラッチレバーを操作して油圧式遠隔操作装置の不具合を解消し
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た。 

Ｂ船は、その後自力航行し、向島桟橋に着桟した。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ｂは、Ｂ船の船長としての乗船履歴が平成２７年度が２日、同

２８年度が約２か月、同２９年４月から本事故当日までの約４か月が

隔日出勤の１日約４時間の勤務であった。 

Ｂ船は、尾道桟橋と向島桟橋を結ぶ航路に就航しており、その所要

時間が約２～３分であった。 

Ｂ船の油圧式遠隔操作装置の取扱説明書によれば、油圧式遠隔操作

装置は、起動部と受動部が給油ポンプ２本（Ａ及びＢ）の導管で連結

され、導管内の作動油は、起動部の動きを受動部に伝達し、同調運動

させる仕組みで、航行、係船中などで周囲の温度が上昇するなどした

場合、作動油の膨張により導管、機器内の油圧が異常に高くなること

があり、機器保護のために安全弁が組み込まれている。安全弁が作動

した場合、位相ずれ
．．

が生じる場合があり、調相弁を操作して位相調整

を行う必要がある。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 油圧式遠隔操作装置の油圧回路図 

Ｂ船では、運航時間帯の着桟中、操船者が約１時間ごとに調相弁を

操作して位相調整を行っていた。 

油圧式遠隔操作装置の製造メーカー担当者は、油圧式遠隔操作装置

の不具合が操舵室にあるクラッチレバーの起動部と機関室にある同レ

バーの受動部を結ぶ２本の導管内の油圧に位相ずれ
．．

が生じたものと考

え、様々な状況の変化による圧縮、膨張を繰り返すことにより、位相

ずれ
．．

が発生しやすくなるが、同装置が正常な状態であれば１時間ごと

の位相調整は必要なく、位相調整を行う場合、操船者の熟練度による

ところが大きく、クラッチ動作の微妙な感触や調相弁の操作に精通し

ていることが必要と本事故後に思った。 

Ｂ船は、トランシーバなどの通信機器の備付けがなく、乗組員間の

連絡体制が整備されていなかった。 

Ｂ船は、錨を装備していたが、すぐに使用できる状態ではなかっ

た。 

分析  
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 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、尾道糸崎港において、浮ドックに係船中、Ｂ船に衝突され

たものと考えられる。 

Ｂ船は、尾道糸崎港において、着桟に備えて減速中、油圧式遠隔操

作装置の操作が不能となり、前後進の制御ができなくなったことか

ら、運航不能に陥って浮ドックに係船中のＡ船に衝突したものと考え

られる。 

Ｂ船は、本事故時、油圧式遠隔操作装置の起動部と受動部とを結ぶ

２本の導管内の油圧に位相ずれ
．．

が生じたことから、操舵室でクラッチ

レバーが操作できない状態に陥った可能性があると考えられるが、２

本の導管内の油圧に位相ずれ
．．

が生じた状況を明らかにすることはでき

なかった。 

Ｂ船が、運航不能に陥った際、油圧式遠隔操作装置の不具合を解消

するのに約１０分の時間を要したのは、Ｂ船にトランシーバなどの通

信機器が備え付けられていなかったことから、乗組員間の連絡が取れ

ない状況であったことが関与した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、尾道糸崎港において、Ａ船が浮ドックに係船中、Ｂ船が

着桟に備えて減速中、Ｂ船の油圧式遠隔操作装置の操作が不能とな

り、前後進の制御ができなくなったため、Ｂ船が運航不能に陥り、Ｂ

船がＡ船に衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・短時間で運航不能状態を解消できるよう、トランシーバなどの通

信機器を備え、乗組員がその通信機器を携行するなど連絡体制を

整備しておくこと。 

・緊急時に投錨できるよう準備しておくこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２９年８月８日 

１５時００分ごろ発生） 

尾道糸崎港 

広島県 

香川県 

愛媛県 

 

Ｂ船 

尾道桟橋 

向島桟橋 

尾道糸崎港

浮ドック

江田島市 

広島県 尾道市 

尾道市 向島 

1 海里 

第４区 

第３区 

1km 


